
JP 2011-164290 A5 2012.8.16

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成24年8月16日(2012.8.16)

【公開番号】特開2011-164290(P2011-164290A)
【公開日】平成23年8月25日(2011.8.25)
【年通号数】公開・登録公報2011-034
【出願番号】特願2010-25790(P2010-25790)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  15/20     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  13/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ  15/20    　　　　
   Ｇ０２Ｂ  13/18    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年7月2日(2012.7.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　上記条件式（６），（７）は、第１レンズ群Ｇ１のレンズ材料に関する式で、これらを
満足することで第１レンズ群Ｇ１で発生する色収差を十分に補正できる。上記条件式（７
）の上限を超えると正レンズＬ１２に高価な低分散材料が使用されることになり、コスト
や屈折率の低さから曲率の強いレンズ形状が要求されるといった、不利な点があげられる
。上記条件式（７）の下限を超えると軸上色収差、倍率色収差の補正が十分にできない。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　上記条件式（８），（９）は、第３レンズ群Ｇ３の接合レンズを構成するレンズ材料に
関する式で、これらを満足することで第３レンズ群Ｇ３で発生する色収差を十分に補正で
きる。上記条件式（９）の上限を超えると正レンズＬ３１に高価な低分散材料が要求され
、コストや屈折率の低さから曲率の強いレンズ形状が必須となり球面収差等の収差補正の
バランスをとるのが困難になるといった、不利な点があげられる。上記条件式（９）の下
限を超えると軸上色収差、倍率色収差の補正が十分にできない。
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